
◆教育訓練給付制度による講座の開設◆

国際学院埼玉短期大学では、社会人（雇用保険の一般被保険者又は＊一般被保険者であっ

た者）の職業能力の開発及び向上の取り組みを支援し、雇用の安定及び就職の促進を図る

ことを目的に平成 24年 4月より厚生労働大臣から指定を受けた３つの「教育訓練講座」を

開設いたします。

本講座を受講し、修了した場合は、費用の 20％（10万円が上限）に相当する額が公共職

業安定所（ハローワーク）から支給されます。

＊雇用保険の一般被保険者であった者：支給要件期間が 3年以上の者。ただし

初回に限り、1年以上の者も対象。

【本学が開設する教育訓練講座】

１．幼稚園教諭・保育士資格取得講座

２．栄養士免許取得講座

３．調理師免許取得講座

詳細は、学務課教務担当までお問い合わせ下さい。




